
1

（
公
文
書
監
理
官
室
）

総
括
文
書
管
理
者

文
書
管
理
者

担
当
者

保存期間表を
システム上で作成

保存期間表を
システム上で確認

報告

修正
有無

決裁の起案

保存期間表

保存期間表を
システム上で確認し、
省内の平仄を整理

報告

e-Govで保存期間
表を公表（決裁と
同時に自動）

あり

なし

Ｘ

業務フロー番号 業 務 名

1-1 保存期間表の作成

システムで自動処理が可能となる作業

【個】 個人用領域 【検】 検討中領域
【記】 記録用領域

凡例など

Ｘ 条件分岐

あり

なし
Ｘ

修正
有無

※現在は各府省HPで公表
公表場所は、今後の論点の１つ

※少なくとも文書管理者が定めることが必要だが、
決裁方法等は各府省の責任による。

BPMN（Business Process Model and Notation）：ビジネスプロセスモデリング表記法の略称

令和４年11月９日（水）
第99回公文書管理委員会

参考資料１
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文
書
管
理
者

承
認
者

担
当
者

案件によって順次然るべく了解を得る必要がある
省内幹部（次官、官房長、局長、審議官等）
省内政務（大臣、副大臣、政務官（及びその各秘書官））
官邸（総理、長官、副長官（及びその各秘書官）並びに副長官補など）

案件によって会議体での了解が必要なものがある
（国会、政党の部会、閣議、審議会等など）

Ｘ

過去文書の
参照・活用

しない

する

内容を検討 文書を作成・修正
する【個／検】

文書内容の調整
【個／検】

過去文書を検索
【検／記】

※必ずしも文書管理者の確認や調整を経ないと
格納ができないというものではない

調整の相手方の例
・同一府省内
・他の行政機関
・国会議員
・立法府、司法府
・地方公共団体
・外国政府、国際機関
・民間企業、業界団体、
独法、審議会等の委員
・申請者など国民一般

文書内容の確認
電子決裁が必要な文書は
 業務フロー番号●-●「決裁」へ
※業務フロー未作成

Ｘ

決裁要否

要

不要

個人文書or行政文書

業務フロー番号
3-1 「整理（５条）」へ

メタデータを付与
（任意）

※個々のデータを検索したい場合に任意で付与

・行政文書
（メタデータが付与されているものもある）

業務フロー番号 業 務 名

2-1 作成（４条）
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担
当
者

 業務フロー番号2-1 「作成（４条）」から

Ｘ

単独で管理することが
適当と認められるか

はい

いいえ

業務フロー番号 業 務 名

3-1 整理・保存（５条・６条）

保存期間表を参酌して
行政文書ファイルに
メタデータを付与／修正
【検】

なし

既存の行政文書ファイル
（フォルダ）の有無

業務フロー番号3-2
「保存期間満了時の措置
の設定等（５条）」へ

※行政文書ファイル管理簿の公表後は、
総文管権限が付与されている場合のみ、
メタデータの修正が可能とする。
なお、RS設定については、国立公文書館に
専門的技術的助言を依頼後、変更不可とする。

あり 記録用領域に
行政文書ファイル等
を同期【記】

行政文書ファイル
に格納 【検】 行政文書ファイル

管理簿をメタデー
タから自動生成

Ｘ
あり

なし既存の行政文書
ファイル（フォル
ダ）を特定【検】

メタデータの
修正の有無

・行政文書
ファイル等

Ｘ

メタデータの
有無

なし

あり

行政文書ファイル管理簿
行政文書ファイル等
（メタデータ付）

※修正内容は定期的に自動反映
・行政文書ファイル等
（メタデータ付）

※行政文書ファイルの中に
ある個々のデータにも行
政文書ファイルと同じメタ
データが付与される。

保存期間表から
メタデータ付きの
行政文書ファイル
（フォルダ）を作
成【検】

行政文書ファイル
に格納【検】

※例えば、2年目以降は
過去の行政文書ファイル
（フォルダ）をコピーすることで、
メタデータ付きのフォルダをあらかじめ
作成するなどことが考えられる。

Ｘ
はい

いいえ

メタデータ付きの行政文書
ファイル（フォルダ）を作成
するか

※メタデータが付与されていない行政文書ファイル等は
然るべき時期にアラートを表示し、保存期間1年未満
文書として廃棄するか、タグ付けするか、選択させる。

Ｘ

 文書の取得

メタデータのない
行政文書ファイル
（フォルダ）を作
成 【検】

行政文書ファイル
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4

様式を作成
【論理チェック】

なし

Ｘ様式を確認

不備の有無

要：差戻し

様式を確認

あり：差戻し

修正の要否

RSの修正指示

メタデータの修正

※保存期間１年のものと
それ以外を分けて依頼。

※RSの新規設定だけでなく
変更の際も同じプロセスが必要

（様式１）

専門的技術的
助言を依頼

否
Ｘ

（様式１）

（様式１）

 業務フロー番号3-1
「整理（５条）」から

RS確認依頼を
確認

RS確認依頼を
CSV出力 Ｘ

なし

あり

審査

国立公文書館の
求めに応じて内
閣府が必要な協
力を行う。

なし

あり

（様式１）

（様式１）

※資料提出の求めや
実地調査を行う
場合がある。

照会事項の
回答

照会の有無

※「様式１」は、内閣府大臣官房公文書管理課長通知１－６における「行政文書ファイル等のレコードスケジュール付与状況」を指す。

Ｘ

各省との意見
の相違

なし
あり

※調整の結果、修正を求めないことも
考えられる。

RS修正の有無

Ｘ

業務フロー番号 業 務 名

3-2 保存期間満了時の措置の設定等（５条）

※修正内容は定期的に自動反映
管理簿をe-Govへ
公表

※管理簿のe-Govへの公表により、法第7条2項
の行政機関の長による管理簿の公表とする。

※様式の確認と合わせて、法第7条1
項、施行令第11条2項の行政機関
の長による管理簿の調製を行う。

※【論理チェック】では、
様式の妥当性のチェックを行う。

RS確定操作
（日付を
自動入力）

照会内容の
確認

照会内容の
確認

 業務フロー番号４-1
「廃棄協議（事前審査）(8条）」
 業務フロー番号５-1
「移管の準備（８条）」へ

※照会内容及び回答は蓄積される。

※システム上で
関係者が照会内容を
一律に閲覧できる場合は
窓口業務の必要なし
（機能は今後検討）
＜以後、照会・回答の
やりとりについては同様＞

助言依頼に伴い、
内容を閲覧できるよう、
アクセス権を受領
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様式を作成し、
事前審査（廃
棄）を依頼

審査専門的技術的
助言依頼を確認

事前審査一覧を
CSV出力

なし

Ｘ

 業務フロー番号４-2「廃棄の実施（８条）
 業務フロー番号５-1「移管の準備（8条）」へ

Ｘ

不備の有無

なし
助言の回答

なし
Ｘ

あり：差戻し

形式的不備の有無

あり：差戻し

あり

様式を確認

助言依頼の要否
を確認 専門的技術的

助言を依頼
Ｘ

要

不要

審査 Ｘ
あり

照会事項の
有無

様式を確認
なし

Ｘ

あり：差戻し

なし

事前審査回答
の受領

事前審査回答

 業務フロー番号3-2
「保存期間満了時の措置の
設定等（５条）」から

照会事項の回答

（様式８の別添のみ）

（様式８の別添のみ） （様式８の別添のみ）

（様式８の別添のみ）

※内閣府と国立公文書館の意見が異な
る場合には、調整の上、内閣府が回答。

助言の要否

照会事項の
有無

業務フロー番号 業 務 名

４-1 廃棄協議（事前審査）（８条）

※保存期間３年超と３年以下を
分けて依頼する。

審査依頼

不備の有無

※形式審査では、RS回答時との規則
別表２の該当事項と満了時の措置の
一致／不一致を確認する。

形式審査 審査

（様式８の別添のみ）

（様式８の別添のみ）

事前審査依頼
を確認

（様式８の別添のみ）

照会内容の
確認

照会内容の
確認

※「様式８の別添」は、内閣府大臣官房公文書管理課長通知１－６における「廃棄しようとする行政文書ファイル等」を指す。

※特定秘密についてのプロセスは別。



 業務フロー番号４-1
「廃棄協議（事前審査）

（８条）」から

6
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公文案（同意）
の作成公文の受領

廃棄の指示

事前審査済の
廃棄予定ファイル
の確認 【記】

6

電子決裁

公文 電子決裁情報

公文案（廃棄
協議）の作成

電子決裁

公文
（様式８、
別添）

電子決裁情報

公文（同意）の
送付

※記録用領域のデータ
の消去が可能になる。

業務フロー番号 業 務 名

４-２ 廃棄の実施（８条）

保存期間が
満了しているか

・検討中領域のデータ削除
・行政文書ファイル管理簿
に「廃棄済み」のタグ付け
（自動）

Ｘ 廃棄の実施【記】
満了

未

満了するまで保存
してから廃棄

廃棄簿

e-Gov上で行政文
書ファイル管理簿の
更新（自動）

e-Gov

Ｘ

 業務フロー番号●-1
「保存期間の延長」

※業務フロー未作成

保存期間の延長の
必要性はないか

なし

あり

廃棄同意済の
確認

※行政文書ファイル管理簿上、
事前審査済の行政文書ファイ
ル等のみ画面に表示する。

※公文（同意）の送付と同時に
「廃棄同意済」のステータスにする。

公文

公文の受領

※行政文書ファイル管理簿に
タグ付けされたものをソート
することで廃棄簿が生成される。

※「廃棄済み」のメタデータが
付与されているものは
e-Gov上は非表示

※「様式８」及び「別添」は、それぞれ内閣府大臣官房公文書管理課長通知１－６における「各行政機関から内閣府への廃棄協議」及び「廃棄しようとする行政文書ファイル等」を指す。

公文

公文（様式８）
の送付



様式２、５等を
確認
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様式２、５等を
確認

なし

あり：
差戻し

様式２、５等を
確認

なし

様式と移管予定量
の概要*1の作成と
チェック*2

（様式２、別紙、様式５）

（様式２、別紙、
様式５）

（様式２、別紙、様式５）

・（様式２、別紙）・
・（様式５）

Ｘ

あり：
差戻し

Ｘ

様式２、５等
の事前送付

不備の有無

不備の有無

Ｘ なし

あり

なし

あり

照会の有無 修正の有無

Ｘ 移管文書の
媒体変換等

（様式３）

修正指示

電子決裁情報

移管通知を送付電子決裁

（様式２、別紙、
様式３、様式５）

業務フロー番号 業 務 名

５-１ 移管の手続き（８条）

業務フロー番号3-2
「保存期間満了時の措置の
設定等（５条）」から

*1 電子公文書等の総量、データ容量、移管方法・可般媒体の有無及び媒体の概要。
*2 担当によるチェック（システムでの自動点検）

・ 開けないファイルがないか（パスワードによるロックの解除、アクセス制限の有無の確認、ファイルの破損や陳腐化など）
・ 行政文書が過不足無く、また電子ファイルと紐付けの確認など、適切な行政文書ファイルとなっているか

照会内容の
確認

※照会、修正
対象に、検疫、
媒体変換の照
会、修正対応
を含める。

移管通知の受付移管方法等の
調整

照会への回答 修正

修正指示
照会内容の
確認

 業務フロー番号
５-2「目録の受領
（8条）」へ

・検討中領域のデータ
削除
・行政文書ファイル管
理簿に「移管済み」の
タグ付け（自動）

e-Gov上で
行政文書
ファイル管理簿
の更新
（自動）

※「移管済み」のメタデータが
付与されているものは
e-Gov上は非表示となる。

e-Gov

※「様式２」、「別紙」、「様式３」及び「様式５」は、それぞれ内閣府大臣官房公文書管理課長通知１－６における「各行政機関から国立公文書館への移管文書一覧の申出（事務連絡）」、「移管文書一覧」、「各行政機関から国立公文書館への移管通知（公文）」及び「利用制限
に関する意見書」を指す。

※行政文書ファイル管理簿に
「移管済み」とタグ付けされた
ものをソートすることにより
移管簿が生成される。

移管簿

移管通知を作成

移管文書の
ダウンロード、検
疫及びリスク評
価※

Ｘ

差戻し
要否

必要な修正・対応

要

否

※長期保存上のリスク
評価（見読性がない場
合は、移管元へ対応依
頼）
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受領目録 電子決裁情報

受領目録の送付

受領目録の受領

受領目録の作成 電子決裁

業務フロー番号 業 務 名

５-２ 目録の受領
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